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○飯島町雨水貯留設備設置補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、健全な水循環系の再生と水資源の有効利用を図るため、雨水貯留設

備を設置する者に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、飯島町補助金

等交付規則(昭和 36 年６月 21 日規則第３号)に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 雨水貯留設備 雨樋等に接続して雨水を 100 リットル以上貯留するための構造を

備えた設備で、架台等に固定して設置されるものをいう。 

(2) 建築物 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第２条第１号に規定する建築物を

いう。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、町内に存する建築物を所有し、又は所有する者

の同意を得て使用している者で、当該建築物において雨水貯留設備を設置するものと

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は補助金を交付しな

い。 

(1) 既に設置されている雨水貯留設備を改造し、又は修理するもの 

(2) 移転補償等に伴う機能回復により設置するもの 

(3) 町税及び分担金、使用料その他の歳入を滞納している者 

(4) 飯島町暴力団等反社会的勢力排除条例（平成 24 年飯島町条例第 14 号）第２条第

１号に規定する暴力団等、同条第３号に規定する暴力団員又は同条第４号に規定す

る反社会的勢力に該当する者 

(5) その他町長が補助金の交付を不適当と認めた者 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、雨水貯留

設備を設置するのに要する購入費及び工事費とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１に相当する額（その額に１円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てる。）とし、25,000 円を限度とする。 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、飯島町雨水貯留設備設置補助金交付申請書

（兼実績報告書）（様式第 1 号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければ

ならない。 

(1) 位置図及び配置図 

(2) 雨水貯留設備の容量その他の仕様が明示されている書類 

(3) 雨水貯留設備を設置した状況の写真 
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(4) 領収書の写し及び補助対象経費が分かる内訳書 

(5) その他町長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第７条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、飯島町雨水貯留設備設置補助金交付決定通知書（確定通知書）（様式第２号）

により通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第８条 前条の交付決定を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、飯島町

雨水貯留設備設置補助金交付請求書（様式第３号）を町長に提出するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第９条 町長は、第７条の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付の決定を取り消すものとする。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消

しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるもの

とする。 

（財産の処分制限） 

第 10 条 補助金の交付を受けた者は、補助対象設備の設置を行った後、当該設備の存続

させなければならない期間は７年とする。 

（補則） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第６条関係） 
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様式第２号（第７条関係） 
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様式第３号（第８条関係） 

 


